
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書
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該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の童又は原単位の数値の平均をいいます。

「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。

□新規□変更
(宛先）京者]府知事 』、』 Z成２３年９月２９日

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）
東京都江東区新砂１丁目２番１０号

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
株式会社明治
代表取締役社長浅野茂太郎

主たる業種 処理牛乳・乳飲料製造業
細分類番号 0１９１１１３ 

事業者の区分

;□2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則：□2条第１項第２号又は第３号

;□2条第１項第４号

計画期間 平成２３年４月から平成２６年３月まで

基本方針地球温暖化防止に向け、エネルギー使用の合理化を行う。

計画を推進するた
めの体制

省エネルギー推進組織による省エネルギーパトロールの実施及び設備老朽化更新による能力効率向上省エネ設計
の設備導入・更新の検討。

温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量

事業活動に伴
レ

フ 排出の量

評価の対象となる排出の量

目標の根拠
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26,494.9トン 23,759.8トン 23,510.9トン 23,276.3トン -11.3パーセント

京都工場アイス生産設備廃止によるエネルギー供給遮断で対前年比-10％ぐらいと予測されるた
め、Ｈ23年度の排出量の計算を行いました。また、定期的な省エネ委員会実施による改善案実行に
より、対前年比電力使用量-1％の省エネを目標としています。

原単位当たりの温
室効果ガス排出量
等

事業の用に供す
る建築物の用途

原単位の指標

工場
事業活動に伴う排出の量

(殺菌乳量1580(百ｔ)）

事業活動に伴う排出の量

（） 

原単位の指標及び目標の根拠
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第１年度
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第３年度
(25）年度

増減率

8．８０ 7．８９ 7．８１ 7．７３ -11.36パーセント

パーセント

アイス生産設備廃止による設備供給エネルギー遮断により原単位が下がると思われる。対前年比
原単位－１％削減を目標としている。

重点的に実施する取組の実施計画
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具体的な取組及び
措置の内容

（２３）年度

（２４）年度

（２５）年度

アイス生産設備廃止による設備供給エネルギー遮断

排水ターボブロアー運転台数見直し及びＬＥＤ照明の積極的採用

蒸気の圧力差を利用した蒸気式エアーコンプレッサーの採用

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採用する理由

年に１回２ヶ月間ウォーキングキャンペーンを設け、歩数計測及び自転
車使用時間による歩数計算で表を作成し、目標値を決めて事業所に提
出゜達成者には景品を与える行事を行っています。

自転車活用や、歩くことでの健康促進及び自動車の使用を控え、温室効
果ガス排出量を削減する活動を行っています。

森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その
他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温
室効果ガスの吸収効果分の購入によるも
の

合計
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地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

ＩＳＯ活動による場内外の清掃。屋根遮熱塗装の採用。工場社用車にハイブリッドカーを採用。京都支店ではエ
コドライブ実施し、効率的な運行による燃費の向上を目指しています。

特記事項
Ｈ２２年度を基準年度とした理由は、気候・新商品生産等の影響により物量の変動があったため、直近の前年度を基準年度
としました。


